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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠心機であって、該遠心機は、
　ＡＣ電力源に可逆に連結された電気システムと、
　該電気システムに連結されたモーターであって、該モーターは、該電気システムを通し
て送達された電力を使用してローターを駆動可能であり、該モーターは、さらに、該電気
システムに再生エネルギーを供給可能であり、該再生エネルギーは、該モーターの回生ブ
レーキ中に、該ローターの運動エネルギーから変換された電気エネルギーであり、該電気
システムは、該電気エネルギーを該ＡＣ電力源に戻す、モーターと、
　該ＡＣ電力源に戻された該電気エネルギーに関連づけられた周波数をモニターするよう
に配列された検出器であって、該検出器は、第一のワンショット回路と第二のワンショッ
ト回路とを含む、検出器と、
　該周波数が事前決定された範囲外にある場合に、該モーターの回生ブレーキの効果を無
効にするように構成された電力遮断装置と
　を含み、
　該第一のワンショット回路は、該周波数が該事前決定された範囲の事前決定された上限
よりも高い場合を検出するように構成されており、該第二のワンショット回路は、該周波
数が該事前決定された範囲の事前決定された下限よりも低い場合を検出するように構成さ
れている、遠心機。
【請求項２】
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　前記電力遮断装置は、前記電気システムが前記ＡＣ電力源から分断されている場合に、
前記モーターが前記ローターの運動エネルギーを電気エネルギーに変換することを妨げる
ように構成されている、請求項１に記載の遠心機。
【請求項３】
　前記モーターは、回転磁界によって駆動されるＡＣ誘導モーターであり、前記電力遮断
装置は、前記電気システムが前記ＡＣ電力源から分断されている場合に、該回転磁界の電
気の供給を絶つように構成されている、請求項２に記載の遠心機。
【請求項４】
　前記電気システムは、前記再生エネルギーを安全に散逸させるための分路回路を含み、
前記電力遮断装置は、該電気システムが前記ＡＣ電力源から分断されている場合に、該再
生エネルギーを該分路回路に向け直すように構成されている、請求項１～３のうちのいず
れかに記載の遠心機。
【請求項５】
　前記電気システムは、該電気システムを前記ＡＣ電力源の電力コンセントに可逆に連結
するためのプラグを含み、前記電力遮断装置は、該プラグが該電力コンセントから抜かれ
ている場合に、前記モーターの回生ブレーキの前記効果を無効にするように構成されてい
る、請求項１～４のうちのいずれかに記載の遠心機。
【請求項６】
　前記電力遮断装置は、前記プラグが前記電力コンセントから抜かれている場合に、再生
エネルギーが該プラグに到達することを妨げるように構成されている、請求項５に記載の
遠心機。
【請求項７】
　前記電力遮断装置は、前記プラグが前記電力コンセントから抜かれている場合に、運動
エネルギーを電気エネルギーに変換する前記モーターの能力を無効にするように構成され
ている、請求項６に記載の遠心機。
【請求項８】
　前記電気システムは、主電力スイッチを通して前記ＡＣ電力源に可逆に連結され、前記
電力遮断装置は、該主電力スイッチがオフ位置に切り換えられている場合に、前記モータ
ーの回生ブレーキの前記効果を無効にするように構成されている、請求項１～７のうちの
いずれかに記載の遠心機。
【請求項９】
　前記電気システムは、主回路ブレーカーを通して前記ＡＣ電力源に可逆に連結され、前
記電力遮断装置は、該主回路ブレーカーが始動させられている場合に、前記モーターの回
生ブレーキの前記効果を無効にするように構成されている、請求項１～８のうちのいずれ
かに記載の遠心機。
【請求項１０】
　前記電気システムは、該電気システムにおける電気的欠陥を検出するように適合されて
いる安全システムを含み、該電気システムは、電気的欠陥が検出される場合に該安全シス
テムによって作動させられる安全スイッチを通して前記ＡＣ電力源に可逆に連結され、前
記電力遮断装置は、該安全スイッチが該安全システムによって作動させられている場合に
、前記モーターの回生ブレーキの前記効果を無効にするように構成されている、請求項１
～９のうちのいずれかに記載の遠心機。
【請求項１１】
　前記電気システムは、前記再生エネルギーによって電力を供給される電気構成要素を含
み、前記電力遮断装置は、該電気システムが前記ＡＣ電力源から分断されている場合に、
該電気構成要素が、再生エネルギーを受け取ることを妨げるように構成されている、請求
項１～１０のうちのいずれかに記載の遠心機。
【請求項１２】
　前記遠心機は、前記モーターが回生ブレーキの状態にある場合を検出するコンパレータ
ーをさらに含み、前記電力遮断装置は、該コンパレーターが、該モーターが回生ブレーキ
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の状態にあることを検出している間に、前記電気システムが前記ＡＣ電力源から分断され
ている場合、回生ブレーキの前記効果を無効にするように構成されている、請求項１～１
１のうちのいずれかに記載の遠心機。
【請求項１３】
　遠心機であって、該遠心機は、
　ＡＣ電力源に可逆に連結された回路と、
　該回路に連結されたモーターであって、該回路は、該モーターを駆動するために該ＡＣ
電力源から電力を受け取り、該モーターは、該モーターの回生ブレーキ中に回転エネルギ
ーを電気エネルギーに変換することによって、電力を該回路に戻すことが可能である、モ
ーターと、
　該モーターの回生ブレーキ中に該モーターによってＡＣ電力ラインに戻された該電力に
関連づけられた周波数をモニターするように構成された検出器であって、該検出器は、第
一のワンショット回路と第二のワンショット回路とを含む、検出器と、
　該回路が該電力源から分断されている場合に、電力を該回路に戻す該モーターの能力を
無効にするように構成されている電力切止め装置と
　を含み、
　該第一のワンショット回路は、該周波数が事前決定された範囲の事前決定された上限よ
りも高い場合を検出するように構成されており、該第二のワンショット回路は、該周波数
が該事前決定された範囲の事前決定された下限よりも低い場合を検出するように構成され
ている、遠心機。
【請求項１４】
　前記電力切止め装置は、前記モニターされている周波数が事前決定された範囲外にある
場合に、電力を前記回路に戻す前記モーターの能力を無効にするように構成され、該事前
決定された範囲は、該回路が前記電力源に連結されている間に、該モーターによって該回
路に戻された該電力に特有である、請求項１３に記載の遠心機。
【請求項１５】
　前記電力切止め装置は、前記回路が前記電力源から分断されている場合に、回転エネル
ギーを電気エネルギーに変換する前記モーターの能力を無効にするように構成されている
、請求項１３または１４に記載の遠心機。
【請求項１６】
　前記電力切止め装置は、前記モーターによって前記回路に戻された前記電力を、前記電
力源の上流の点において、安全に散逸させるように構成されている、請求項１３または１
４に記載の遠心機。
【請求項１７】
　前記電力切止め装置は、前記モーターと前記電力源との間の電気的接続を終わらせる継
電器を含む、請求項１３または１４に記載の遠心機。
【請求項１８】
　前記モーターに電力入力を送達するインバーターと、該インバーターにモーター制御信
号を送るマイクロプロセッサーとをさらに含む、請求項１３または１４に記載の遠心機。
【請求項１９】
　前記電力切止め装置は、前記マイクロプロセッサーに送られる割込み信号を含む、請求
項１８に記載の遠心機。
【請求項２０】
　前記電力切止め装置は、前記マイクロプロセッサーから前記インバーターに送られる前
記モーター制御信号を終わらせる継電器を含む、請求項１９に記載の遠心機。
【請求項２１】
　前記モーターは、ＡＣ誘導モーターを含み、前記電力切止め装置は、該モーターに関連
づけられた磁界の電気の供給を絶つ、請求項１３または１４に記載の遠心機。
【請求項２２】
　前記第一のワンショット回路と前記第二のワンショット回路とは、直列に接続されてい
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る、請求項１３または１４に記載の遠心機。
【請求項２３】
　前記事前決定された範囲は、公称電力ライン周波数範囲および許容差値に少なくとも一
部基づいている、請求項１４に記載の遠心機。
【請求項２４】
　前記電力切止め装置は、出力値を比較するための高域検出回路構成要素を含み、該高域
検出回路構成要素は、該出力値が、前記事前決定された範囲の上限よりも低い場合を検出
する、請求項２３に記載の遠心機。
【請求項２５】
　電気エネルギーを生成可能であるモーターを有する遠心機のシャットダウン中に、電気
エネルギーを安全に散逸させる方法であって、該方法は、
　該モーターによって生成された該電気エネルギーに関連づけられた出力値をモニターす
ることと、
　該遠心機をシャットダウンするために、該遠心機を外部電力源から分離することと、
　該モニターされている出力値における特徴的な変化として該外部電力源からの該分離を
検出することであって、該モニターされている出力値は、該電気エネルギーに関連づけら
れた周波数であり、該分離を検出することは、該周波数が事前決定された範囲の事前決定
された上限よりも高い場合を検出すること、および、その後、該周波数が該事前決定され
た範囲の事前決定された下限よりも低い場合を検出することを含む、ことと、
　電気エネルギーを生成する該モーターの能力を無効にすることと
　を含む、方法。
【請求項２６】
　電気エネルギーを生成可能であるモーターを有する遠心機のシャットダウン中に、電気
エネルギーを安全に散逸させる方法であって、該方法は、
　該モーターによって生成された該電気エネルギーに関連づけられた出力値をモニターす
ることと、
　該遠心機をシャットダウンするために、該遠心機を外部電力源から分離することと、
　該モニターされている出力値における特徴的な変化として該外部電力源からの該分離を
検出することであって、該モニターされている出力値は、該電気エネルギーに関連づけら
れた周波数であり、該分離を検出することは、該周波数が事前決定された範囲の事前決定
された上限よりも高い場合を検出すること、および、その後、該周波数が該事前決定され
た範囲の事前決定された下限よりも低い場合を検出することを含む、ことと、
　該モーターによって生成された該電気エネルギーを、該遠心機の外部電力プラグを迂回
する分路回路に伝送することと
　を含む、方法。
【請求項２７】
　遠心機であって、該遠心機は、
　外部電力源から電力を受け取るように構成された電気システムと、
　該電気システムに連結されたモーターであって、該モーターは、駆動モードおよび生成
器モードにおいて動作可能であり、該駆動モードにおいて、該モーターは、該外部電力源
から受け取った電力によって駆動され、該生成器モードにおいて、該モーターは、電気エ
ネルギーを生成することにより、電力を該電気システムに供給する、モーターと、
　該モーターによって供給された該電力に関連づけられた周波数を検出するように適合さ
れている電力遮断装置であって、該電力遮断装置は、該周波数が事前決定された範囲の事
前決定された上限よりも高いかどうか、および、該周波数が該事前決定された範囲の事前
決定された下限よりも低いかどうかを検出するようにさらに適合されており、該電力遮断
装置は、該電気システムが該外部電力源から電力を受け取っていない場合に、該電力遮断
装置が該モーターによって供給される電力に特有の出力値を検出する場合、該モーターの
該生成器モードを無効にするようにさらに適合されている、電力遮断装置と
　を含む、遠心機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の参照）
　本願は、ＰＣＴ国際特許出願（出願人名：Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ，Ｉｎｃ．
（米国企業、米国を除くすべての指定国の出願人）、Ｒｏｎａｌｄ　Ｋｅｅｎ（米国国民
、米国のみの指定国の出願人）、およびＪａｓｏｎ　Ｈｅｓｓｌｅｒ（米国国民、米国の
みの指定国の出願人））として２０１２年２月１３日に出願され、本願は、米国特許出願
第６１／４４２，７０３号（２０１１年２月１４日出願）に基づく優先権を主張し、その
開示は、その全体が参照によって本明細書中に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　（導入）
　ＡＣ誘導モーター（ＡＣＩＭ）は、「すべり」を制御することによって作動し、「すべ
り」は、回転磁界周波数と実際のモーター回転周波数との間の差である。このすべりは、
負荷に加えられるトルクの量に変わる。ＡＣＩＭを減速する場合、このすべりは、負にな
り、回転または運動エネルギーが電気エネルギーに変換されるので、ＡＣＩＭは、エネル
ギー生成器になる。以前の遠心機設計において、このエネルギーは、典型的に、熱を生成
する「ブレーキ抵抗器」において散逸させられてきた。現在の経済、およびエネルギーを
意識した環境により、市場の好みは、この余分なエネルギーを熱の形態において散逸させ
ることではなく、この余分なエネルギーを電力グリッドに戻すことである。ＡＣＩＭを収
容する器具に応じて、モーターの減速の間に生成されたエネルギーの量は、ＡＣＩＭが、
多少の期間、器具自身への電力を維持することのみならず、十分な量の電力を電力グリッ
ドに戻すことが可能であるほど十分に大きくあり得る。これは、典型的に、回生ブレーキ
と呼ばれる。
【０００３】
　仮に器具が、回生ブレーキ中に（たとえば、器具の主電力スイッチによって、またはコ
ンセントから電力プラグを除去することによって）電力グリッドから除去されたならば、
ＡＣＩＭがもはや回転磁界によっては駆動されなくなるまで、器具は、電力を依然として
生成するだろう。この状況は、潜在的に危険であり得る。
【０００４】
　１つの場合において、回生ブレーキが発生している間、ユーザーは、（たとえば、器具
を電力グリッドから効果的に分離する主電力スイッチまたは他のいくつかのスイッチをオ
フにすることによって）故意に器具への電力を分離する。ユーザーがこの方法で電力を分
離する理由は、典型的に、緊急の場合に、器具に動作を止めさせるためである。しかし、
器具が回生ブレーキを行っている場合、回生された電力が、器具の完全な動作に必要とさ
れる電力の量よりも小さくなるまで、器具は、動作を止めない。そのような場合、ユーザ
ーは、器具が動作を止めることを所望するが、器具は、ある期間動作を続ける。
【０００５】
　別の場合、この場合もまた器具に動作を止めさせるために、ユーザーは、器具の電力プ
ラグを壁付きコンセントから取り除き得る。しかし、回生ブレーキ中、器具は、動作し続
ける。さらに、器具が電力を回生している間、器具は電力を電力グリッドに戻すように設
計され、かつプラグは電流の通じた電力端子になっているので、器具は、ユーザーに危険
な電圧を呈していることもある。
【０００６】
　そのうえ、電気的欠陥または他の安全上重大な条件を検出する特定の回路において、シ
ステムにおけるソフトウェアは、特定の条件が満たされた場合に、継電器によって回路ブ
レーカーを始動させることを試み得る。そのような条件は、たとえば、デバイスからパネ
ルが除去されて、高電圧の電気構成要素を露出することを含み得る。システムソフトウェ
アは、ブレーカーを落とすことを試み得るが、回生ブレーキは、器具を動かし続け、それ
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によって、潜在的に危険な状況においてさえ、器具の動作を続ける。
【０００７】
　これらおよび他の状況は、回生ブレーキシステムの安全制御システムが望ましい。回生
ブレーキを使用するように適合されているＡＣＩＭの制御システムは、操作者の行動（た
とえば、プラグを抜くこと、パネルを開けること）、または他の出来事（たとえば、回路
ブレーカーの始動）のどちらかによって、外部ＡＣ電力が除去されている場合を決定して
、ブレーキ期間中の望まれない危険な電圧を防ぐ必要がある。したがって、この状況を制
御するかぎは、外部ＡＣ電力または電力グリッドへの接続が器具から除去されている場合
を適切に検出して、ブレーキ抵抗器または他のいくつかの安全構成の方へ回路を切り換え
ることである。
【０００８】
　いくつかの商業用電源は、「ＡＣ電力異常」と呼ばれる信号を提供し、その信号は、Ａ
Ｃ電力の除去を表示するために使用され得る。これらの「電力異常」検出器は、一般に、
ＡＣ電圧波形の損失を探すが、回生ブレーキが発生している間の遠心機のような器具にお
いて、種々の構成要素（たとえば、あら引き真空ポンプ）は、電力ラインにおいて、回生
された電力から動作している場合のＡＣ電圧波形を維持し続けるインピーダンス特性を有
し得、その結果、商業用電源は、依然として種々の遠心機を有効な電力源であるとみなす
。そのような場合、「ＡＣ電力異常」表示器は、電力が除去されたことを決して示さない
。
【０００９】
　外部電力が分離された場合に回生ブレーキを検出する別の方法は、電圧の望ましくない
増加を検出することに基づいている。たとえば、回生ブレーキの始まりにおいて、外部電
力が除去される場合、インバーターバス電圧が素早く上昇するほど十分なエネルギーが生
成される。ＡＣＩＭ制御システムは、通例、高いバス電圧を検出してモーターの回生ブレ
ーキを止めるように設計される。
【００１０】
　上記に説明された２つの安全メカニズムが、器具の回生ブレーキサイクルを通じて保護
を十分に提供しないことがあることが判断されてきた。器具およびどのように過電圧保護
が実装されるかに応じて、その間中に外部電力からの分離が、過電圧保護のきっかけとな
らず、器具に動作を止めさせることもない回生ブレーキサイクルの有意な部分があり得る
。つまり、その間中に器具の動作を維持するのに十分な回生された電力があるが、バス過
電圧条件が発生するほど大きくはない回生ブレーキサイクルの部分がある。回生ブレーキ
サイクルのこの部分の間中にＡＣ電力から分離された場合、安全でない状況が生じ得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（概要）
　一局面において、本技術は、遠心機に関連し、その遠心機は、電力源に可逆に連結され
た電気システムと、電気システムに連結されたモーターであって、モーターは電気システ
ムを通して送達された電力を使用してローターを駆動可能であり、モーターは、さらに、
電気システムに再生エネルギーを供給可能であり、前記再生エネルギーは、モーターの回
生ブレーキ中に、ローターの運動エネルギーから変換された電気エネルギーである、モー
ターと、電気システムが電力源から分断されている場合に、モーターの回生ブレーキの効
果を無効にするように構成された電力遮断装置とを有する。実施形態において、電力遮断
装置は、再生エネルギーに関連づけられた出力値をモニターするように配列された検出器
を含み、電力遮断装置は、出力値が事前決定された範囲外にある場合に、モーターの回生
ブレーキの効果を無効にするように構成され、前記事前決定された範囲は、電気システム
が電力源に連結されている間に、モーターによって供給された再生エネルギーに特有であ
る。別の実施形態において、出力値は、周波数、インピーダンス、電圧、および電流のう
ちの１つである。さらに別の実施形態において、出力値は、周波数である。さらに別の実
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施形態において、電力遮断装置は、電気システムが電力源から分断されている場合に、モ
ーターがローターの運動エネルギーを電気エネルギーに変換することを妨げるように構成
されている。
【００１２】
　上記局面の実施形態において、モーターは、回転磁界によって駆動されるＡＣ誘導モー
ターであり、電力遮断装置は、電気システムが電力源から分断されている場合に、回転磁
界の電気の供給を絶つように構成されている。別の実施形態において、電気システムは、
再生エネルギーを安全に散逸させるための分路回路を含み、電力遮断装置は、電気システ
ムが電力源から分断されている場合に、再生エネルギーを分路回路に向け直すように構成
されている。さらに別の実施形態において、電気システムは、電気システムを電力源の電
力コンセントに可逆に連結するためのプラグを含み、電力遮断装置は、プラグが電力コン
セントから抜かれている場合に、モーターの回生ブレーキの効果を無効にするように構成
されている。さらに別の実施形態において、電力遮断装置は、プラグが電力コンセントか
ら抜かれている場合に、再生電力がプラグに到達することを妨げるように構成されている
。
【００１３】
　上記局面の実施形態において、電力遮断装置は、プラグが電力コンセントから抜かれて
いる場合に、モーターの、運動エネルギーを電気エネルギーに変換する能力を無効にする
ように構成されている。別の実施形態において、電気システムは、主電力スイッチを通し
て電力源に可逆に連結され、電力遮断装置は、主電力スイッチがオフ位置に切り換えられ
ている場合に、モーターの回生ブレーキの効果を無効にするように構成されている。さら
に別の実施形態において、電気システムは、主回路ブレーカーを通して電力源に可逆に連
結され、電力遮断装置は、主回路ブレーカーが始動させられている場合に、モーターの回
生ブレーキの効果を無効にするように構成されている。さらに別の実施形態において、電
気システムは、電気システムにおける電気的欠陥を検出するように適合されている安全シ
ステムを含み、電気システムは、電気的欠陥が検出されている場合に安全システムによっ
て作動させられる安全スイッチを通して電力源に可逆に連結され、電力遮断装置は、安全
スイッチが安全システムによって作動させられている場合に、モーターの回生ブレーキの
効果を無効にするように構成されている。
【００１４】
　上記局面の実施形態において、電気システムは、再生エネルギーによって電力を供給さ
れる電気構成要素を含み、電力遮断装置は、電気システムが電力源から分断されている場
合に、電気構成要素が、再生エネルギーを受け取ることを妨げるように構成されている。
別の実施形態において、遠心機は、モーターが回生ブレーキの状態にある場合を検出する
コンパレーターをさらに含み、電力遮断装置は、コンパレーターが、モーターが回生ブレ
ーキの状態にあることを検出している間に、電気システムが電力源から分断されている場
合、回生ブレーキの効果を無効にするように構成されている。
【００１５】
　別の局面において、本技術は、遠心機に関連し、その遠心機は、電力源に可逆に連結さ
れた回路と、回路に連結されたモーターであって、回路は、モーターを駆動するために電
力源から電力を受け取り、モーターは、回転エネルギーを電気エネルギーに変換すること
によって、電力を回路に戻すことが可能である、モーターと、回路が動力源から分断され
ている場合に、電力を回路にモーターの戻す能力を無効にするように構成されている電力
遮断装置とを有する。別の実施形態において、電力遮断装置は、モーターによって回路に
戻された電力に関連づけられた出力値をモニターするように構成された検出器を含み、電
力切止め装置は、モニターされている出力値が事前決定された範囲外にある場合に、電力
を回路にモーターの戻す能力を無効にするように構成され、前記事前決定された範囲は、
回路が電力源に連結されている間に、モーターによって回路に戻された電力に特有である
。別の実施形態において、出力値は、周波数である。さらに別の実施形態において、電力
遮断装置は、回路が電力源から分断されている場合に、回転エネルギーを電気エネルギー
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に変換する能力をモーターの無効にするように構成されている。さらに別の実施形態にお
いて、電力切止め装置は、モーターによって回路に戻された電力を、電力源の上流の点に
おいて、安全に散逸させるように構成されている。
【００１６】
　上記局面の実施形態において、電力切止め装置は、モーターと電力源との間の電気的接
続を終わらせる継電器を含む。別の実施形態において、遠心機は、モーターに電力入力を
送達するインバーターと、インバーターにモーター制御信号を送るマイクロプロセッサー
とをさらに含む。さらに別の実施形態において、電力切止め装置は、マイクロプロセッサ
ーに送られる割込み信号を含む。さらに別の実施形態において、電力切止め装置は、マイ
クロプロセッサーからインバーターに送られるモーター制御信号を終わらせる継電器を含
む。
【００１７】
　上記局面の実施形態において、モーターは、ＡＣ誘導モーターを含み、電力切止め装置
は、モーターに関連づけられた磁界の電気の供給を絶つ。別の実施形態において、電力切
止め装置は、直列に接続された第一のワンショット回路と第二のワンショット回路とを含
む。さらに別の実施形態において、出力値は、インピーダンス、電圧、電流、および周波
数のうちの少なくとも１つに基づいている。さらに別の実施形態において、出力値は、測
定された出力周波数値を含み、事前決定された範囲は、公称電力ライン周波数範囲および
許容差値に少なくとも一部基づいている。
【００１８】
　上記局面の実施形態において、電力切止め装置は、出力値を比較するための高域検出回
路構成要素を含み、高域検出回路構成要素は、出力値が、事前決定された範囲の上限より
も低いかどうかを検出する。別の実施形態において、出力周波数値が、事前決定された範
囲の上限よりも小さい場合、高域検出回路構成要素の出力は、出力周波数値である。さら
に別の実施形態において、回路は、出力周波数値を比較するための低域検出回路構成要素
を含み、低域検出回路構成要素は、出力周波数値が、事前決定された範囲の下限よりも低
いかどうかを検出する。
【００１９】
　別の局面において、本技術は、電気エネルギーを生成可能であるモーターを有する遠心
機のシャットダウン中に、電気エネルギーを安全に散逸させる方法に関連し、その方法は
、モーターによって生成された電気エネルギーに関連づけられた出力値をモニターするこ
とと、遠心機をシャットダウンするために、遠心機を外部電力源から分離することと、モ
ニターされている出力値における特徴的な変化として外部電力源からの分離を検出するこ
とと、電気エネルギーを生成するモーターの能力を無効にすることとを有する。
【００２０】
　別の局面において、本技術は、電気エネルギーを生成可能であるモーターを有する遠心
機のシャットダウン中に、電気エネルギーを安全に散逸させる方法に関連し、その方法は
、モーターによって生成された電気エネルギーに関連づけられた出力値をモニターするこ
とと、遠心機をシャットダウンするために、遠心機を外部電力源から分離することと、モ
ニターされている出力値における特徴的な変化として外部電力源からの分離を検出するこ
とと、モーターによって生成された電気エネルギーを、遠心機の外部電力プラグを迂回す
る分路回路に伝送することとを含む。
【００２１】
　別の局面において、本技術は、遠心機に関連し、その遠心機は、外部電力源から電力を
受け取るように構成された電気システムと、電気システムに連結されたモーターであって
、モーターは、駆動モードおよび生成器モードにおいて動作可能であり、駆動モードにお
いて、モーターは、外部電力源から受け取った電力によって駆動され、生成器モードにお
いて、モーターは、電気エネルギーを生成することにより、電力を電気システムに供給す
る、モーターと、モーターによって供給された電力に関連づけられた出力値を検出するよ
うに適合されている電力遮断装置であって、電力遮断装置は、電気システムが外部電力源
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から電力を受け取っていない場合に、電力遮断装置がモーターによって供給される電力に
特有の出力値を検出する場合、モーターの生成器モードを無効にするようにさらに適合さ
れている、電力遮断装置とを有する。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　遠心機であって、該遠心機は、
　電力源に可逆に連結された電気システムと、
　該電気システムに連結されたモーターであって、該モーターは、該電気システムを通し
て送達された電力を使用してローターを駆動可能であり、該モーターは、さらに、該電気
システムに再生エネルギーを供給可能であり、該再生エネルギーは、該モーターの回生ブ
レーキ中に、該ローターの運動エネルギーから変換された電気エネルギーである、モータ
ーと、
　該電気システムが該電力源から分断されている場合に、該モーターの回生ブレーキの効
果を無効にするように構成された電力遮断装置と
　を含む、遠心機。
（項目２）
　前記電力遮断装置は、前記再生エネルギーに関連づけられた出力値をモニターするよう
に配列された検出器を含み、該電力遮断装置は、該出力値が事前決定された範囲外にある
場合に、前記モーターの回生ブレーキの前記効果を無効にするように構成され、該事前決
定された範囲は、前記電気システムが前記電力源に連結されている間に、該モーターによ
って供給された該再生エネルギーに特有である、項目１に記載の遠心機。
（項目３）
　前記出力値は、周波数、インピーダンス、電圧、および電流のうちの１つである、項目
１または２に記載の遠心機。
（項目４）
　前記出力値は、周波数である、項目１または２に記載の遠心機。
（項目５）
　前記電力遮断装置は、前記電気システムが前記電力源から分断されている場合に、前記
モーターが前記ローターの運動エネルギーを電気エネルギーに変換することを妨げるよう
に構成されている、項目１～４のうちのいずれかに記載の遠心機。
（項目６）
　前記モーターは、回転磁界によって駆動されるＡＣ誘導モーターであり、前記電力遮断
装置は、前記電気システムが前記電力源から分断されている場合に、該回転磁界の電気の
供給を絶つように構成されている、項目５に記載の遠心機。
（項目７）
　前記電気システムは、前記再生エネルギーを安全に散逸させるための分路回路を含み、
前記電力遮断装置は、該電気システムが前記電力源から分断されている場合に、該再生エ
ネルギーを該分路回路に向け直すように構成されている、項目１～６のうちのいずれかに
記載の遠心機。
（項目８）
　前記電気システムは、該電気システムを前記電力源の電力コンセントに可逆に連結する
ためのプラグを含み、前記電力遮断装置は、該プラグが該電力コンセントから抜かれてい
る場合に、前記モーターの回生ブレーキの前記効果を無効にするように構成されている、
項目１～７のうちのいずれかに記載の遠心機。
（項目９）
　前記電力遮断装置は、前記プラグが前記電力コンセントから抜かれている場合に、再生
電力が該プラグに到達することを妨げるように構成されている、項目８に記載の遠心機。
（項目１０）
　前記電力遮断装置は、前記プラグが前記電力コンセントから抜かれている場合に、前記
モーターの、運動エネルギーを電気エネルギーに変換する能力を無効にするように構成さ
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れている、項目９に記載の遠心機。
（項目１１）
　前記電気システムは、主電力スイッチを通して前記電力源に可逆に連結され、前記電力
遮断装置は、該主電力スイッチがオフ位置に切り換えられている場合に、前記モーターの
回生ブレーキの前記効果を無効にするように構成されている、項目１～１０のうちのいず
れかに記載の遠心機。
（項目１２）
　前記電気システムは、主回路ブレーカーを通して前記電力源に可逆に連結され、前記電
力遮断装置は、該主回路ブレーカーが始動させられている場合に、前記モーターの回生ブ
レーキの前記効果を無効にするように構成されている、項目１～１１のうちのいずれかに
記載の遠心機。
（項目１３）
　前記電気システムは、該電気システムにおける電気的欠陥を検出するように適合されて
いる安全システムを含み、該電気システムは、電気的欠陥が検出される場合に該安全シス
テムによって作動させられる安全スイッチを通して前記電力源に可逆に連結され、前記電
力遮断装置は、該安全スイッチが該安全システムによって作動させられている場合に、前
記モーターの回生ブレーキの前記効果を無効にするように構成されている、項目１～１２
のうちのいずれかに記載の遠心機。
（項目１４）
　前記電気システムは、前記再生エネルギーによって電力を供給される電気構成要素を含
み、前記電力遮断装置は、該電気システムが前記電力源から分断されている場合に、該電
気構成要素が、再生エネルギーを受け取ることを妨げるように構成されている、項目１～
１３のうちのいずれかに記載の遠心機。
（項目１５）
　前記遠心機は、前記モーターが回生ブレーキの状態にある場合を検出するコンパレータ
ーをさらに含み、前記電力遮断装置は、該コンパレーターが、該モーターが回生ブレーキ
の状態にあることを検出している間に、前記電気システムが前記電力源から分断されてい
る場合、回生ブレーキの前記効果を無効にするように構成されている、項目１～１４のう
ちのいずれかに記載の遠心機。
（項目１６）
　遠心機であって、該遠心機は、
　電力源に可逆に連結された回路と、
　該回路に連結されたモーターであって、該回路は、該モーターを駆動するために該電力
源から電力を受け取り、該モーターは、回転エネルギーを電気エネルギーに変換すること
によって、電力を該回路に戻すことが可能である、モーターと、
　該回路が該動力源から分断されている場合に、電力を該回路に戻す該モーターの能力を
無効にするように構成されている電力遮断装置と
　を含む、遠心機。
（項目１７）
　前記電力遮断装置は、前記モーターによって前記回路に戻された前記電力に関連づけら
れた出力値をモニターするように構成された検出器を含み、該電力切止め装置は、該モニ
ターされている出力値が事前決定された範囲外にある場合に、電力を該回路に戻す該モー
ターの能力を無効にするように構成され、該事前決定された範囲は、該回路が前記電力源
に連結されている間に、該モーターによって該回路に戻された該電力に特有である、項目
１６に記載の遠心機。
（項目１８）
　前記出力値は、周波数である、項目１６または１７に記載の遠心機。
（項目１９）
　前記電力遮断装置は、前記回路が前記電力源から分断されている場合に、回転エネルギ
ーを電気エネルギーに変換する前記モーターの能力を無効にするように構成されている、
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項目１６または１７に記載の遠心機。
（項目２０）
　前記電力切止め装置は、前記モーターによって前記回路に戻された前記電力を、前記電
力源の上流の点において、安全に散逸させるように構成されている、項目１６または１７
に記載の遠心機。
（項目２１）
　前記電力切止め装置は、前記モーターと前記電力源との間の電気的接続を終わらせる継
電器を含む、項目１６または１７に記載の遠心機。
（項目２２）
　前記モーターに電力入力を送達するインバーターと、該インバーターにモーター制御信
号を送るマイクロプロセッサーとをさらに含む、項目１６または１７に記載の遠心機。
（項目２３）
　前記電力切止め装置は、前記マイクロプロセッサーに送られる割込み信号を含む、項目
２２に記載の遠心機。
（項目２４）
　前記電力切止め装置は、前記マイクロプロセッサーから前記インバーターに送られる前
記モーター制御信号を終わらせる継電器を含む、項目２３に記載の遠心機。
（項目２５）
　前記モーターは、ＡＣ誘導モーターを含み、前記電力切止め装置は、該モーターに関連
づけられた磁界の電気の供給を絶つ、項目１６または１７に記載の遠心機。
（項目２６）
　前記電力切止め装置は、直列に接続された第一のワンショット回路と第二のワンショッ
ト回路とを含む、項目１６または１７に記載の遠心機。
（項目２７）
　前記出力値は、インピーダンス、電圧、電流、および周波数のうちの少なくとも１つに
基づいている、項目１７に記載の遠心機。
（項目２８）
　前記出力値は、測定された出力周波数値を含み、前記事前決定された範囲は、公称電力
ライン周波数範囲および許容差値に少なくとも一部基づいている、項目２７に記載の遠心
機。
（項目２９）
　前記電力切止め装置は、前記出力値を比較するための高域検出回路構成要素を含み、該
高域検出回路構成要素は、該出力値が、前記事前決定された範囲の上限よりも低いかどう
かを検出する、項目２８に記載の遠心機。
（項目３０）
　前記出力周波数値が、前記事前決定された範囲の上限よりも小さい場合、前記高域検出
回路構成要素の出力は、該出力周波数値である、項目２９に記載の遠心機。
（項目３１）
　前記回路は、前記出力周波数値を比較するための低域検出回路構成要素を含み、該低域
検出回路構成要素は、該出力周波数値が、前記事前決定された範囲の下限よりも低いかど
うかを検出する、項目２９に記載の遠心機。
（項目３２）
　電気エネルギーを生成可能であるモーターを有する遠心機のシャットダウン中に、電気
エネルギーを安全に散逸させる方法であって、該方法は、
　該モーターによって生成された該電気エネルギーに関連づけられた出力値をモニターす
ることと、
　該遠心機をシャットダウンするために、該遠心機を外部電力源から分離することと、
　該モニターされている出力値における特徴的な変化として該外部電力源からの該分離を
検出することと、
　電気エネルギーを生成する該モーターの能力を無効にすることと
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　を含む、方法。
（項目３３）
　電気エネルギーを生成可能であるモーターを有する遠心機のシャットダウン中に、電気
エネルギーを安全に散逸させる方法であって、該方法は、
　該モーターによって生成された該電気エネルギーに関連づけられた出力値をモニターす
ることと、
　該遠心機をシャットダウンするために、該遠心機を外部電力源から分離することと、
　該モニターされている出力値における特徴的な変化として該外部電力源からの該分離を
検出することと、
　該モーターによって生成された該電気エネルギーを、該遠心機の外部電力プラグを迂回
する分路回路に伝送することと
　を含む、方法。
（項目３４）
　遠心機であって、該遠心機は、
　外部電力源から電力を受け取るように構成された電気システムと、
　該電気システムに連結されたモーターであって、該モーターは、駆動モードおよび生成
器モードにおいて動作可能であり、該駆動モードにおいて、該モーターは、該外部電力源
から受け取った電力によって駆動され、該生成器モードにおいて、該モーターは、電気エ
ネルギーを生成することにより、電力を該電気システムに供給する、モーターと、
　該モーターによって供給された該電力に関連づけられた出力値を検出するように適合さ
れている電力遮断装置であって、該電力遮断装置は、該電気システムが該外部電力源から
電力を受け取っていない場合に、該電力遮断装置が該モーターによって供給される電力に
特有の出力値を検出する場合、該モーターの該生成器モードを無効にするようにさらに適
合されている、電力遮断装置と
　を含む、遠心機。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　（図面の簡単な説明）
　現在好ましい実施形態が、図面において示されているが、本技術は、示された正確な配
列および手段に制限されないことが理解される。
【図１Ａ】図１Ａ～Ｄは、回生ブレーキ安全システムの種々の実施形態を含むモーターシ
ステムの概略図である。
【図１Ｂ】図１Ａ～Ｄは、回生ブレーキ安全システムの種々の実施形態を含むモーターシ
ステムの概略図である。
【図１Ｃ】図１Ａ～Ｄは、回生ブレーキ安全システムの種々の実施形態を含むモーターシ
ステムの概略図である。
【図１Ｄ】図１Ａ～Ｄは、回生ブレーキ安全システムの種々の実施形態を含むモーターシ
ステムの概略図である。
【図２】図２は、回生ブレーキ安全システムのＡＣ周波数範囲検出器の概略回路図である
。
【図３】図３は、回生ブレーキシステムからの電力出力を分離する方法を描写する。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　（詳細な説明）
　本開示は、回生ブレーキ安全システムおよび方法を説明する。本開示の目的のために、
本明細書中に説明されるシステムおよび方法は、遠心機実施形態において、つまり回生ブ
レーキシステムを有する遠心機器具に組み込まれているような実施形態において、主とし
て説明される。遠心機は、物体（たとえば、実験室資料）を固定軸周りに素早く回転させ
ることによって、その物体上に力を生成する器具である。遠心機は、典型的に、大きな質
量の高速回転を含み、したがって、遠心機が止められる場合、回生ブレーキによって回復
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され得る有意な量の蓄えられた運動エネルギーを本来的に有する。しかし、これは、ただ
回生ブレーキを有する器具の一実施形態であり、本明細書中に説明されるシステムおよび
方法は、外部源からの電力を受け取るだけでなく、回生ブレーキから電力を生成し得る機
器の任意の部分に広く適用可能であることを、読者は、理解するはずである。
【００２４】
　図１Ａ～１Ｄは、遠心機器具に含まれ得る回生ブレーキ安全システム１００の種々の実
施形態を利用するモーターシステムを描写する。一般に、遠心機器具は、（下記に説明さ
れる）電気システムの構成要素と、モーターシステムと、遠心機ローターと、真空ポンプ
１０２と、制御構成要素とを収容するハウジングを含む。モーターシステムは、ＡＣ誘導
モーター１０４によって回されるシャフトによって駆動される遠心機において使用され得
る。回生ブレーキシステムの代替実施形態は、スイッチトリラクタンス駆動装置を含むが
これに制限されない、回生ブレーキ能力のある他のタイプのモーターを利用する。しかし
、明快さのために、本明細書は、回転磁界によって駆動されるＡＣ誘導モーターを利用す
る実施形態に言及する。ＡＣ誘導モーター１０４は、任意の数のコイルを含み得る。電気
システムは、本明細書中に説明されるように、回生ブレーキを含むインバーター１０６と
、モニターシステムまたは回路１０８と、分離または電力遮断装置１１０と、他の構成要
素とを含み得る。モニターシステムは、より詳細に下記に説明されるように、電力状況と
回生モーターブレーキ状態との両方を決定し得る。描写された実施形態において、モニタ
ーシステムは、周波数検出回路であるが、他の検出回路も想定される。電力ケーブルは、
プラグ１１２によってＡＣ電力源（典型的に、通常電圧（たとえば、１１０Ｖ、２４０Ｖ
）における電力の１つ以上の位相を提供する外部電力グリッドに接続された壁付きコンセ
ント）に可逆に接続される。回路ブレーカー１１４、マイクロプロセッサー１１６、およ
びマイクロプロセッサーのための電源１１８も含まれ得、器具の主電力スイッチも同様で
あり得る。
【００２５】
　特定の実施形態において、たとえば、回生ブレーキ安全システムが、既存の遠心機また
は他の器具を用いたレトロフィット構成において利用される個別の構成要素またはデバイ
スである実施形態において、回生ブレーキ安全システムは、器具と一体をなす回生ブレー
キを含む必要がない。そのような場合、器具のための電力プラグは、個別の回生ブレーキ
安全デバイス上のコンセントに接続され得、その個別の回生ブレーキ安全デバイスは、今
度は、壁付きコンセントに差し込まれる。しかし、そのような場合、安全システムによっ
て提供される保護は、回生ブレーキデバイスが壁付きコンセントからプラグを抜かれる場
合に限り、回生ブレーキデバイスからの終端電力出力に制限される。
【００２６】
　外部ＡＣ電力源が、使用中に除去される場合（たとえば、器具が、プラグを抜かれるか
、または電力スイッチをオフにされる場合）、回生ブレーキ１０６は、電力を送達して器
具の電気システムに戻すので、器具内の他のＡＣ電力で動くデバイス（ここでは、真空ポ
ンプ１０２）は、電力信号にＡＣ波形を負わせるインピーダンス共振を有する。器具に送
達されて戻されたこの電力は、回生ブレーキ中に、ローターの運動または回転エネルギー
から変換された再生エネルギーである。この理由で、商業用電源（たとえば、上記に説明
されたタイプ）は、商業用電源が少なくともいくらかの交流を検出し続けるので、一般に
、電力が失われたことを検出することができない。
【００２７】
　しかし、結果として生じるＡＣ波形の周波数は、電力が失われる場合、有意にシフトさ
せられることが観察されてきた。遠心機の電力ラインに設けられた構成要素（たとえば、
あら引き真空ポンプ）に応じて、この共振は、典型的な商用ＡＣ電力の公称周波数とは異
なる。さらに、外部電力が除去されて、器具が回生ブレーキ電力で動作させられる場合、
ＡＣ周波数を故意にシフトさせる内部構成要素をラインに配置することによって、誘導Ａ
Ｃ周波数に影響を及ぼすことさえ可能である。
【００２８】
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　回生ブレーキ安全システム１００の実施形態において、上記の観察に基づいて、周波数
検出回路１０８は、器具の電力ラインにおいて検出されたＡＣ周波数が、回生ブレーキの
期間中、外部から供給された電力の公称ＡＣ周波数に合わない場合を決定するために使用
される。周波数検出回路１０８は、（許容差を有する）典型的な公称電力ライン周波数と
、自己共振または誘導ＡＣ周波数とを区別し、その自己共振または誘導ＡＣ周波数は、ラ
インに接続された構成要素によって引き起こされ、その構成要素は、回生された電力のみ
から動作している場合にＡＣ周波数におけるシフトを引き起こす。
【００２９】
　許容差値は、特定の用途に対して所望されるような数多くの基準を利用して決定され得
る。一実施形態において、少なくとも２つの許容差が、全体の許容差値を決定するために
考慮され得る。これらの許容差は、ライン周波数許容差と、部品または構成要素許容差と
を含む。米国において、ライン周波数は、ほとんど不変であり、ライン周波数は、一般に
、約１％のオーダー、つまり（６０Ｈｚの公称周波数ラインについて）およそ＋／－０．
６Ｈｚのオーダーで変化する。しかし、世界的な市場における使用のために製造された器
具は、一定でない周波数値で動作する必要があり得る。特定の市場において、周波数は、
約１０％のオーダー、つまり（米国外での多くの用途にとって典型的である５０Ｈｚの公
称周波数ラインについて）およそ＋／－５．０Ｈｚのオーダーで変化し得る。したがって
、米国の国内と国外との両方での使用のために製造された器具は、約５０Ｈｚから約６０
Ｈｚまで及んでいる公称ライン周波数で動作する必要がある。そのような場合、保存され
る周波数範囲は、送達された周波数において約１０％の可変性を仮定すると、約４５Ｈｚ
～約６６Ｈｚであり得る。この許容差に加えて、「最悪な場合」の部品許容差は、誤った
検出を引き起こさないように、許容差値を増加させることが望ましい。この部品または構
成要素許容差は、たとえば特定の構成要素の製造可変性によって規定されるような、当業
者にとって明らかである基準に基づいて選択され得る。特定の実施形態において、部品許
容差は、公称ライン周波数の約５％～約１０％である。ライン周波数許容差と部品または
構成要素周波数許容差との両方の他の範囲が、想定される。つまり、全体の許容差値範囲
は、一般に、電力ライン周波数許容差および構成要素許容差にもかかわらず誤った検出を
与えないように計算される。
【００３０】
　図１Ａ～１Ｄに戻ると、回生ブレーキ安全システム１００の数多くの構成が、描写され
、下記に説明される。図１Ａは、インバーター１０６上の周波数検出回路１０８を有する
回生ブレーキ安全システム１００ａを描写し、その周波数検出回路１０８は、マイクロプ
ロセッサー１１６に割込みを送り込む。マイクロプロセッサー１１６は、低から高への割
込み信号を使用することにより、インバーター１０６への駆動パルス幅変調（ＰＷＭ）信
号１１８を停止させる。ひとたび、ＰＷＭ信号１１８が停止させられると、電気の供給を
絶たれたモーターの界磁は崩壊して、器具への再生エネルギーの送達は終わる。特定の実
施形態において、安全システムは、分路回路またはブレーキ抵抗器１２０を含み得、その
分路回路またはブレーキ抵抗器１２０への任意の再生エネルギーは、熱として安全に散逸
させられる。図１Ｂは、同様にインバーター１０６上の周波数検出回路１０８を有する回
生ブレーキ安全システム１００ｂを描写する。検出回路１０８は、インバーター１０６に
のみ給電する電力分離継電器１１０または電力遮断装置を制御する。ＡＣ電力が、この構
成において除去される場合、回生された電力は、分離され、回生された電力は、電力がＡ
Ｃプラグ１１２または他のシステム構成要素に戻ることを不可能にする。マイクロプロセ
ッサー１１６も、もはや電力を供給されていないので、マイクロプロセッサー１１６は、
ＰＷＭ信号１１８を停止させ、モーターの界磁は崩壊して、回生は停止する。
【００３１】
　図１Ｃに描写された実施形態において、回生ブレーキ安全システム１００ｃは、インバ
ーター１０６上の周波数検出回路１０８を含む。検出回路１０８は、インバーター１０６
にＰＷＭ信号１１８を供給する電力分離継電器１１０または電力遮断装置を制御する。ひ
とたびＰＷＭ信号１１８が、中断されると、電気の供給を絶たれたモーターの界磁は崩壊
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して、回生は停止する。図１Ｄは、インバーター１０６上の周波数検出回路１０８を有す
る回生ブレーキ安全システム１００ｄを描写する。この検出回路１０８は、モーター１０
４自身に給電する電力分離継電器１１０または電力遮断装置を制御する。ひとたび継電器
１１０がモーター１０４を分離すると、界磁は崩壊して、回生は停止する。回生された電
力が、電力プラグ１１２に到達することを妨げるか、または別の方法で運動エネルギーを
電気エネルギーに変換するモーター１０４の能力を無効にする他の構成は、当業者にとっ
て明らかである。
【００３２】
　図２に描写される代表的な周波数検出回路２００は、直列に接続された２つのワンショ
ット回路２０２、２０４を含む。検出されたＡＣ周波数は、第一のワンショット回路２０
２を通過し、その第一のワンショット回路２０２は、許容可能な電力ライン周波数のハイ
エンドにおけるパルス幅を生じさせる。第一のワンショット回路２０２は、コンパレータ
ーとして働くことにより、検出された周波数を周波数範囲の事前決定された上限と比較す
る。検出された周波数がこの限度よりも高い場合、第一のワンショット回路２０２は、連
続的に動作して、決して実際にパルスを生じさせない。第一のワンショット回路２０２の
出力は、高いままである。検出された周波数がこの高い周波数限度よりも小さい場合、結
果として生じるパルス列は、第二のワンショット回路２０４に供給される。第二のワンシ
ョット回路２０４は、別のコンパレーターとして働き、ライン周波数を範囲の事前決定さ
れた下限と比較する。検出された周波数が、この下限よりも高い場合、出力は、一定の低
い電圧であり、一定の低い電圧は、検出された周波数が典型的であることを表示する。し
かし、検出された周波数がこの周波数よりも低い場合、パルスが、出力において発生する
。
【００３３】
　検出された周波数が上限よりも高い場合、回路全体の出力は、高くなって、高いままで
ある。検出された周波数が正しい場合、出力は、低くなって、低いままである。検出され
た周波数が低い場合、出力は、時折高く拍動する。したがって、公称範囲外の任意の条件
（低いまたは高い検出されたライン周波数）が発生する場合、少なくとも１つの低から高
への遷移が、周波数検出回路の本実施形態の出力において発生する。それから、回路の出
力は、さらなる制御電子回路２０６に渡され、その結果、そのような遷移が、回生ブレー
キの期間中に検出される場合、回生ブレーキは、係合解除される。
【００３４】
　示された実施形態において、さらなる制御電子回路２０６は、回路の出力を回生ブレー
キを表示する信号と比較する単純な論理ゲートを含む。そのような低から高への遷移が発
生する場合、回路は、決定信号を回生ブレーキ信号を有する論理ゲートに出力する（この
ように論理ゲートは、ブレーキが発生している場合にのみ有効である）。その後は、論理
回路からの出力は、制御する遠心機の制御マイクロプロセッサーまたはマイクロコントロ
ーラー上の割込みピンに送達され、モーターの駆動を止め得るか、または回生ブレーキシ
ステムを分離し得る。実施形態において、回生ブレーキを表示する信号は、回生ブレーキ
が発生している場合を表示する、器具の電流制御状態、測定された電流、遠心機の速度に
おいて検出された変化、または他の任意の信号に基づいて、器具のいくつかの回路または
素子によって生成され得る。
【００３５】
　代替実施形態において、決定信号は、複数の論理ゲート、または回生ブレーキ信号と決
定信号とを比較する決定コンパレーターまたはマイクロコントローラーに送られる。マイ
クロコントローラーは、決定信号を検出することが可能であり、マイクロコントローラー
は、通常の抵抗ブレーキを引き起こすために抵抗器を係合させること、またはモーターの
すべりを停止させることを含む適切な措置をとることが可能であり、磁界を崩壊させ、そ
れは、器具をシャットダウンし、遠心機を自由に減速させる。そのうえ、またはあるいは
、マイクロコントローラーは、機械的ブレーキを係合させ得る。
【００３６】
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　図２において、第一の回路２０２は、約７１Ｈｚより上の任意の周波数を検出し、第二
の回路２０４は、約３９Ｈｚより下の任意の周波数を検出する。例示のタイミング図はま
た、低周波数Ｌ、公称周波数Ｎ、および高周波数Ｈについて示される。低周波数および高
周波数の場合、少なくとも１つの低から高への遷移２０８が、第二のタイマーの出力に生
成され、それは、マイクロプロセッサーまたはマイクロコントローラーへの割込みを引き
起こし得る。公称の場合、低から高への遷移はない。しきい値周波数は、例としてのみ提
供され、実装に応じて、任意のしきい値または公称電力周波数周りのしきい値は、使用さ
れ得る。
【００３７】
　本明細書中に説明される安全システムの主要な構成要素は、（１）回生ブレーキモード
において動作する場合に電力信号のＡＣ周波数をシフトさせる一組の構成要素であって、
シフトされた周波数は通常の商用ライン周波数の外にある、一組の構成要素と、（２）予
期された限度の外にあるＡＣ周波数を検出する手段とを含む。これは、上記に説明された
回路実施形態を用いて実施され得るか、または周波数を識別する能力を有する位相ロック
ループ（ＰＬＬ）、周波数－電圧変換器、または他の任意の回路を用いて実施され得る。
回生ブレーキ安全システムの他の実施形態は、他の出力値（たとえば、回路インピーダン
ス、電圧、電流、または他の出力波形特性）を検出する回路を含み得る。そのような回路
は、検出された出力値を、対応する事前決定された、既知の、または別の方法で測定され
た出力範囲と比較するように構成され得、その出力範囲は、回生ブレーキが通常の（たと
えば、外部電力グリッドに接続されている）条件のもと発生する場合に予期される。それ
から、安全システムは、回生ブレーキの期間中、検出された特性が範囲外にある場合、モ
ーターの駆動を止め得るか、または分離し得る。上記に説明された実施形態は、他の任意
の安全メカニズム（たとえば、当業者に公知の過電圧保護および／または電力異常検出回
路）に加えて提供され得る。
【００３８】
　図３は、回生ブレーキ状態において誘導モーターからの電力出力を分離する方法３００
を描写する。ステップ３０２において、回路は、電力出力に関連づけられた出力値を検出
する。上記に説明されたように、出力値は、インピーダンス、電圧、電流、および周波数
のうちの任意のものに対応し得る。しかし、この特定の実施形態に関して、周波数値が、
説明される。出力周波数値を含む信号は、第一の回路構成要素に渡され、その第一の回路
構成要素において、その信号は、第一の事前決定された値と比較される（ステップ３０４
）。周波数値が、周波数範囲の事前決定された上限よりも大きい場合、上記に説明された
ように、一定の論理出力が、第二の回路構成要素に渡され、方法は、検出ステップ（ステ
ップ３０２）に戻る。周波数値が、事前決定された上限よりも小さい場合、周波数値相応
のパルス列が、第二の構成要素に渡される（ステップ３０６）。それから、受け取られた
出力周波数（ステップ３０８）は、第二の回路構成要素によって、事前決定された周波数
範囲と（今回は範囲の下限と）再び比較される（ステップ３１０）。下限よりも高い場合
、回路は、検出された周波数が外部電力源からのものであるとシステムに対して表示する
信号（この場合は一定の低い論理信号）を出力し、方法は、検出ステップ（ステップ３０
２）に戻る。代替実施形態において、上記に説明された２つのワンショット回路に代わり
に、単一の回路、プログラム、またはアルゴリズムが、必要な計算を実施し得る。
【００３９】
　実際は、出力周波数が、下限よりも低い、または上限よりも高い場合（この場合は、少
なくとも１つの低から高への遷移を有する出力によって表示される）、方法は、次に、モ
ーターが回生ブレーキ状態にあるかどうかを決定する（ステップ３１２）。上記に説明さ
れたように、これは、ＡＣＩＭからの信号に基づいて決定され得る。モーターが回生ブレ
ーキ状態にある場合、システムは、周波数値が、安全でない状況を表示していることを理
解し、その安全でない状況において、回生電力は生成され、器具は、おそらく電力グリッ
ドに接続されていない。この状況において、システムは、次に、回生ブレーキ電力出力を
分離する（ステップ３１４）。追加のステップにおいて、システムは、機械的ブレーキを
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係合させることにより、器具（たとえば、遠心機）の機能を止め得る。
【００４０】
　ハードウェアの点から説明されたが、本明細書中に説明された技術は、ハードウェア、
ソフトウェア、またはハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにおいて実現され得る
。ハードウェアとソフトウェアとの典型的な組み合わせは、コンピュータプログラムを用
いる汎用コンピュータシステムであり得、そのコンピュータプログラムは、ロードされて
実行される場合、本明細書中に説明された方法を実施するように、コンピュータシステム
を制御する。
【００４１】
　本明細書中に説明された技術はまた、コンピュータプログラム製品に埋め込まれ得、そ
のコンピュータプログラム製品は、本明細書中に説明された方法の実装を可能にするすべ
ての特徴を含み、そのコンピュータプログラム製品は、コンピュータシステムにロードさ
れる場合、これらの方法を実行することが可能である。本文脈におけるコンピュータプロ
グラムは、任意の言語、コード、または表記における一組の命令の任意の表現を意味し、
その一組の命令は、下記のもの：ａ）別の言語、コード、または表記への変換、ｂ）異な
る材料形態における再現、のどちらかまたは両方のあと、または直接のどちらかで特定の
機能を情報処理能力を有するシステムに実施させることが意図される。
【００４２】
　上記に説明された実施形態において、ソフトウェアは、任意のコンピュータまたはワー
クステーション（たとえば、ＰＣまたはＰＣ互換性マシン、Ａｐｐｌｅ　Ｍａｃｉｎｔｏ
ｓｈ、Ｓｕｎワークステーション、専用の回生ブレーキ安全システム（つまり、器具に役
立つ電力ケーブルが接続されている独立型デバイス）など）において作動するように構成
され得る。一般に、任意のデバイスは、本明細書中に説明された機能および能力のすべて
を実施可能である限り、使用され得る。特定のタイプのコンピュータも、ワークステーシ
ョンも、システムも、本技術の中核ではなく、データベースの構成も、位置も、設計もま
た、中核ではなく、そのデータベースは、フラットファイル、関係型、またはオブジェク
ト指向であり得、そのデータベースは、１つ以上の物理的および／または論理構成要素を
含み得る。
【００４３】
　そのような汎用コンピュータは、ネットワークに連続的に接続されたネットワークイン
ターフェースを含み、したがって、数多くの地理的に分散したユーザーおよびアプリケー
ションをサポートし得る。典型的な実装において、ネットワークインターフェースおよび
サーバーの他の内部構成要素は、主要な二方向バスによって相互通信する。本技術の機能
を実施する命令の主要なシーケンスは、大容量記憶デバイス（たとえば、ハードディスク
または光学的記憶ユニット）、および動作中に主要なシステムメモリーに存在し得る。こ
れらの命令の実行および本技術の機能の実施は、中央処理ユニット（「ＣＰＵ」）によっ
て成し遂げられる。
【００４４】
　ＣＰＵの動作を制御し、上記に説明されたような技術の動作を実施する機能的なモジュ
ールの一群は、（所望される場合、サーバー上または別個のマシン上の）システムメモリ
ーに設けられ得る。オペレーティングシステムは、低水準ベーシックシステム機能（たと
えば、メモリー割り当て、ファイル管理、および大容量記憶デバイスの動作）の実行を指
図する。高水準において、一連の記憶された命令として実装された制御ブロックは、ユー
ザー特有のプロファイルを検索すること、および上記に説明されたような１つ以上の規則
を適用することによって、クライアント起源のアクセス要請に応答する。
【００４５】
　本技術の例示的かつ好ましい実施形態であるとみなされるものが、本明細書中に説明さ
れてきたが、本技術の他の改変は、本明細書中の教示から当業者にとって明らかになる。
本明細書中に開示された特定の製造方法および形状は、実際は例示的であり、制限的であ
るとみなされない。したがって、本技術の精神および範囲の範囲内にあるようなすべての
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改変は、添付の特許請求の範囲において保障されることが所望される。したがって、特許
によって保障されることが所望されるものは、以下の特許請求の範囲において定義され、
かつ差別化されるような技術、およびすべての均等物である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】

【図２】 【図３】
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